
R7.4.1版 

スポーツひろば利用案内 (小石川運動場) 

１．所在地・お問い合わせ先 

  〒１１２－０００４  東京都文京区後楽１－８－２３(小石川運動場内)  

TEL ０３－３８１１－４５０７   FAX ０３－３８１１－４５２２ 

 

２．アクセス 

  ＪＲ飯田橋駅東口から徒歩8分 

  東京メトロ飯田橋駅A1・B1出口から徒歩8分 

  都営大江戸線飯田橋駅C3出口から徒歩3分 

  東京メトロ後楽園駅中央口から徒歩10分 

 

３．利用資格( 登録制 ) 登録受付は９時～２０時までになります。 

文京区内在住・在勤・在学の方 

● ８歳以下（未就学児および小学校低学年）のご利用は、保護者の同伴が必須です。 

 

４．利用可能種目 

● ３×３(バスケットボール) ・ミニサッカー(小学生のみ) ・スケートボード ・ローラースケート ・一輪車  ・バドミントン・ 

ボール遊び（硬球等の硬いボールやバット、ラケット（バドミントンを除く）、ゴルフクラブなど振り回す道具の使用は禁止。） 

● 上記以外の種目ではご利用になれません。ご不明点は、窓口にお問い合わせください。 

 

５．利用時間 

 【冬季 １０月～５月( ９時～１７時 ) 夏季 ６月～９月( ９時～１８時 )】 
● 現在、平日の午前中は未就学児対象の開放を行っているため、１３時からのご利用になります。 

● 最終入場時間は終了時間の３０分前までになります。プレーは５分前に終了し、終了時間までに完全退場してください。 

● 諸事情により時間の変更や休場になる場合があります。 

 

６．休場日 

年末年始(１２月２８日～１月４日)及び小石川運動場が事前に場内に掲示した日になります。 

緊急の場合は予告なしで休場になる場合もありますのでご了承ください。ミズノホームページからもご確認いただけます。 

 

７．使用区分 

利用可能種目・優先種目時間帯一覧表 

曜 日 Ａ エ リ ア Ｂ エ リ ア 

月曜日 

～ 

金曜日 

３×３(バスケットボール) ミニサッカー(小学生) 

土曜日 

３×３(バスケットボール) 
ローラースケート、 

一輪車、スケートボード 

ボール遊び、バドミントン 
日曜日 

（平日の祝日含） 

 ※  Ｂエリアのみ優先種目の利用がなければ、別種目（ミニサッカー、ローラースケート、ボール遊び等）での利用が可能です。 

別種目の利用中に優先種目の利用者が来場した場合は、優先種目の利用者が優先されます。 

 

 



 

 

 

８．利用方法 

① 利用登録 

  ・ スポーツひろばを利用するには利用登録が必要です。小石川運動場窓口にて利用登録手続きを行ってください。 

登録料、利用料は無料です。 

  ・ 登録の際にはご本人の身分証明書(学生証・保険証・運転免許証・マイナンバーカードなど)が必要となります。 

また、小学生以下は保護者の同意・署名（両親に限る）が必要となりますので、 

予め登録申請書にご記入いただいてお持ちいただくか、保護者の方と一緒にご来場ください。 

※ 保護者の方の身分証明書をご提示いただく場合がありますのでご了承ください。 

・ 登録申請書は小石川運動場窓口で配布、もしくはホームページ（文京区またはミズノ）からダウンロードしてください。 

  ・ 登録証の有効期限は発行日からその年度末までです。年度初めに必ず更新手続きを行ってください。 

    更新の際も、同様の手続きが必要となります。 

 

② ご利用方法 

  ・ 小石川運動場窓口にて登録証を預け、受付簿に必要事項を記入し、利用者章を係員から見える箇所につけて入場してください。 

  ・ お帰りの際は利用者章を受付に返却し、受付簿に退場時間を記入し、登録証を受け取ってお帰りください。 

※ 無断入場した場合は、今後の利用をお断りします。また、未登録の方を入場させた場合も今後の利用をお断りします。 

 

９．利用規約 

  ・ 雨天の場合は路面等の状態が回復するまで使用中止です。天候状態によって使用の可否が不明な場合はお問い合わせください。 

  ・ 利用時間は準備・片付けの時間も含みます。利用時間外の利用は固くお断りします。 

  ・ スケートボード・ローラースケートは安全の為、自己責任でヘルメット・プロテクターを着用してください。 

  ・ スポーツひろば内で生じた事故・盗難等に関しては、運動場側では一切責任を負いません。 

・ 事故等は、各自でスポーツ保険に加入するなどの対策をしてください。 

・ サークル活動やクラブ活動などの団体活動及び営利目的でのご利用はお断りします。 

・ 原則として動画撮影は禁止です。 

  ・ スポーツひろばでの水分補給以外の飲食はできません。 

  ・ スポーツひろば及び、運動場内での喫煙・飲酒・着替えは固くお断りします。 

  ・ スポーツひろば利用者は、更衣室・シャワー・その他室場の使用はできません。 

  ・ ボール等の貸出しは行っておりませんので、必ずお持ちください。 

  ・ 駐車場はありませんので、車での来場は固くお断りします。自転車は、所定に位置に整列し駐輪してください。 

  ・ 他の利用者や近隣からの苦情が来るなど公益を害すると認められるとき、または管理上支障があると認められるときは 

使用を中止することがありますのでご了承ください。 

  ・ その他係員の指示には速やかに従ってください。 

・ バスケットリングへのダンクシュートは禁止です。バスケットリングやネット破損した際は、弁償していただく場合があります。 

  ・ 利用規約をお守りいただけない場合はスポーツひろばの利用をお断りします。 

※ 登録証を忘れた場合は利用できません。また、無断での入場は禁止です。 

※ 登録証を紛失した場合は１年に一度だけ再発行が可能です。 

登録証を年間２度紛失した場合は次年度まで利用できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文京区指定管理者 文京区スポーツ推進共同事業体 小石川運動場 


